
別記様式第１０（第３９条関係） 

許 可 申 請 書 

                                     

（申請先）                                     年   月   日 

横 浜 市 長  

 

           申請者  住所                                     

                                 

氏名                                     

                     （法人の場合は、法人の名称・代表者の氏名）    

 

               電話    （    ）     

            

           代理人 住所                                    

                         

               氏名                                     

                       

               電話    （    ）     

 

  

都市計画法第５３条第1項の許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

１ 建築物の敷地の所在（地番）：横浜市    区                   

２ 建築物の構造及び階数：       造       階  

３ 建築の種別      ☐新築   ☐増築    ☐改築    ☐移転 

４ 敷地面積                ㎡ 

５ 建築面積                ㎡ 

６ 延べ面積                ㎡ 

７ 建築物の主要用途             

 

 備考 

  １ 建築物の敷地の所在は、地番を記載してください。 

    ２ 増築の場合は、建築面積及び延べ面積の既存面積も、各項目の余白に記載してください。 

  



許可申請書 別紙 

問合せ先 / 許可申請先 

横浜市 都市整備局 都市計画課 指導係 

住所：横浜市中区本町６丁目50-10 市庁舎22F 

〒：231-0005 電話：045-671-3510 

都市計画法第５３条第１項の許可申請に添付する図書等 

 

チェックリスト 

【許可申請書、委任状】 

☐ 申請者欄の住所、氏名、電話番号を記入しましたか？ 

☐ 代理人欄の住所、氏名、電話番号を記入しましたか？ 

☐ 申請地の地番を記入しましたか？ 

☐ 建築物の構造を記入しましたか？ 

☐ 建築の種別を記入しましたか？ 

☐ 敷地面積、建築面積を書きましたか？ 

☐ 延べ面積を記入しましたか？ 

☐ 建築物の主要用途を記入しましたか？ 

☐ 委任状を用意しましたか？ 

 

【共通図面】 

☐ 案内図、配置図、平面図を用意しましたか？ 

☐ ２面以上の立面図、断面図を用意しましたか？ 

 

【木造以外の計画の場合】 

☐ 各階床梁伏図、軸組図、基礎伏図を用意しましたか？ 

☐ 型式部材等製造者認証書を用意しましたか？ 

 

【返信用レターパック】 

☐ 郵便料金の確認はしましたか？ 

☐ 郵便番号を記入しましたか？ 

☐ お届け先欄に記入しましたか？ 

 

【最後に】 

☐ 本紙のチェックリストを全て埋めましたか？ 

☐ 都市計画課 指導係にお電話をお願いします。 

 

許可申請書及び各種添付図書はレターパックを除き全て２部または３部（※１）必要です。 

１．許可申請書 

２．委 任 状 :  許可申請を代理人に委任した場合は必要です。副本は写し可能です。 

３．案 内 図 :  方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設等を記載した縮尺1/2500以上のもの 

４．配 置 図 ： 敷地内の建築物の位置、方位、敷地の境界線（敷地の周囲の長さを記入）、敷地と道路との 

関係を記載した縮尺1/500以上のもの 

５．平 面 図 ： 縮尺1/200以上のもの 

６．立 面 図 ： ２面以上の建築物の立面図で、縮尺1/200以上のもの 

７．断 面 図 ： ２面以上の建築物の断面図で、縮尺1/200以上のもの 

８．返信用レターパック 

―以下に掲げる図面は、木造の場合は不要です。― 

９．各階床梁伏図 ： ※２ 

10．軸組図 : ※２ 

11．基礎伏図 : ※２ 

12．型式部材等製造者認証書 : ※２ 

 

※１：未整備の都市計画道路や市街地開発事業の区域内における許可の場合は２部です。 

事業中の都市計画道路や一部の都市計画河川等の区域内における許可の場合は３部必要となります。 

※２：「型式部材等製造者認証書」の添付により「各階床梁伏図」、「軸組図」、「基礎伏図」は省略できます。 

また、必要に応じて別途図書を求めることがあります。 

 


